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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成26年12月25日(2014.12.25)

【公表番号】特表2014-501915(P2014-501915A)
【公表日】平成26年1月23日(2014.1.23)
【年通号数】公開・登録公報2014-004
【出願番号】特願2013-539209(P2013-539209)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  21/64     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  21/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  21/64    　　　Ｅ
   Ｇ０１Ｎ  21/64    　　　Ｆ
   Ｇ０２Ｂ  21/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年11月7日(2014.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マーキング分子（１）でマーキングされるサンプル（７）の高分解能ルミネッセンス顕
微鏡検査の方法であって、前記マーキング分子（１）は、活性化されると励起されて固有
の発光放射を放出するように、活性化されることが可能であり、
　ａ）前記サンプル（７）中に存在する前記マーキング分子（１）の部分集合の活性化お
よび励起を繰り返して発光放射を放出させる工程であって、前記サンプル中において、発
光マーキング分子（１）の少なくともいくつかは、直接隣接する発光マーキング分子（１
）から、少なくとも所定の光学分解能に由来する長さ以上の距離にある、前記放出させる
工程と、
　ｂ）発光マーキング分子（１）を有する前記サンプル（７）の撮像を深さ方向に沿って
前記所定の光学分解能で繰り返す工程と、
　ｃ）工程ｂ）の撮像操作から個別の画像を生成する工程であって、前記個別の画像内の
前記発光マーキング分子（１）の幾何学的位置が、前記所定の光学分解能を越える空間分
解能で決定される、前記生成する工程と
を含む方法において、前記深さ方向に沿った高分解能のために、
　ｄ）工程ａ）における活性化および励起のうちの少なくとも一方が、少なくとも２つの
領域中に導入される放射により行われ、
　－前記領域（３０、３１）が、それぞれ前記深さ方向に略垂直な面（３９、４０）に沿
って延在し、
　－前記領域（３０、３１）が、前記深さ方向に所定の広がりを有し、
　－前記領域（３０、３１）は、前記深さ方向に見たときに前記領域が互いに前後して部
分的にだけ重なるように配置され、
　ｅ）前記個別の画像から前記発光マーキング分子（１）に関する深さ情報を得るために
、前記サンプル（７）の個別の画像が、前記少なくとも２つの領域（３０、３１）の各々
の活性化および励起のうちの少なくとも一方について、工程ｂ）において記録されること
を特徴とする方法。
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【請求項２】
　工程ｅ）において、少なくとも２つの個別の画像の両方に現われる発光マーキング分子
（１）が、フィルタで除去されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも２つの画像において、フィルタ除去されたマーキング分子（１）の発光
強度が比較されることにより、深さが特定されることを特徴とする、請求項２に記載の方
法。
【請求項４】
　工程ｄ）において、前記放射は、少なくとも１つの光シート（３０、３１）の形態で導
入され、前記少なくとも１つの光シート（３０、３１）は、前記深さ方向に関して横断的
に導入され、厚さが前記広がりを規定する、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項５】
　前記光シートの厚さは回折限界である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記光シート（３０、３１）は、前記深さ方向に関して横断的に、前記サンプルに対し
て少なくとも２つの位置に移動されることを特徴とする、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　交互にスイッチオン及びオフされるか、または差動的に変調される２つの離間した光シ
ート（３０、３１）が使用されることを特徴とする、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　工程ｄ）において、前記深さ方向に沿った放射は、少なくとも一対の回折限界焦点（４
１、４２）の形態で導入され、前記少なくとも一対の回折限界焦点（４１、４２）のうち
の第１の焦点（４１）は、２つの面のうちの第１の面（３９）内に合焦されており、前記
少なくとも一対の回折限界焦点（４１、４２）のうちの第２の焦点は、前記２つの面のう
ちの第２の面（４０）内に合焦されており、前記少なくとも一対の回折限界焦点（４１、
４２）は、前記２つの領域を形成するために、それぞれの面（３９、４０）に沿って移動
され、合焦のための被写界深度は、前記領域の広がりを規定することを特徴とする、請求
項１乃至３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　マーキング分子（１）でマーキングされるサンプル（７）の高分解能ルミネッセンス顕
微鏡検査のための顕微鏡であって、前記マーキング分子（１）は、活性化されると励起さ
れて固有の発光放射を放出するように活性化されることが可能であり、
　ａ）前記サンプル（７）中に存在する前記マーキング分子（１）の部分集合の活性化お
よび励起を繰り返して発光放射を放出させるように形成された照明ビーム経路（２２）で
あって、前記サンプル（７）中において、発光マーキング分子（１）の少なくともいくつ
かは、直接隣接する発光マーキング分子（１）から、少なくとも所定の光学分解能に由来
する長さ以上の距離にある、前記照明ビーム経路（２２）と、
　ｂ）発光マーキング分子（１）を有する前記サンプル（７）の撮像を深さ方向に沿って
前記所定の光学分解能で繰り返すように構成された撮像装置（２１）と、
　ｃ）撮像操作から個別の画像を生成し、前記個別の画像内の前記発光マーキング分子（
１）の幾何学的位置を、前記所定の光学分解能を越える空間分解能で決定する制御および
評価装置（１８）と
を備える顕微鏡において、前記深さ方向に沿った高分解能のために、
　ｄ）前記照明ビーム経路（２２）が、少なくとも２つの領域（３０，３１）内に、活性
化および励起のうちの少なくとも一方のための放射を導入し、
　－前記領域（３０、３１）が、それぞれ前記深さ方向に略垂直な面（３９、４０）に沿
って延在し、
　－前記領域（３０、３１）が、前記深さ方向に所定の広がりを有し、
　－前記領域（３０、３１）は、前記深さ方向に見たときに前記領域が互いに前後して部
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分的にだけ重なるように配置され、
　ｅ）前記撮像装置（２１）は、前記少なくとも２つの領域（３０、３１）の各々の活性
化および励起のうちの少なくとも一方について、前記サンプルの個別の画像を記録し、前
記制御および評価装置は、前記個別の画像から前記発光マーキング分子（１）に関係する
深さ情報を得ることを特徴とする顕微鏡。
【請求項１０】
　前記照明ビーム経路（２２）は、少なくとも１つの光シート（３０、３１）の形態で活
性化および励起のうちの少なくとも一方のための放射を導入し、前記少なくとも１つの光
シート（３０、３１）は、前記深さ方向に関して横断的に位置し、厚さが前記広がりを規
定し、好ましくは前記光シート（３０、３１）の厚さは回折限界であることを特徴とする
、請求項９に記載の顕微鏡。
【請求項１１】
　前記光シート（３０、３１）の厚さは回折限界である、請求項１０に記載の顕微鏡。
【請求項１２】
　前記照明ビーム経路（２２）は、前記深さ方向に関して横断的に、前記光シート（３０
、３１）を少なくとも２つの位置に移動させる装置（２４）を有することを特徴とする、
請求項１０に記載の顕微鏡。
【請求項１３】
　前記照明ビーム経路（２２）は、交互にスイッチオン及びオフされるか、または差動的
に変調される２つの離間した光シートを有することを特徴とする、請求項１０に記載の顕
微鏡。
【請求項１４】
　前記照明ビーム経路（２２）は、少なくとも一対の回折限界焦点（４１、４２）の形態
で前記深さ方向に沿って前記活性化および励起のうちの少なくとも一方のための放射を導
入し、前記少なくとも一対の回折限界焦点（４１、４２）のうちの第１の焦点（４１）を
、２つの面のうちの第１の面（３９）内に合焦し、前記少なくとも一対の回折限界焦点（
４１、４２）のうちの第２の焦点（４２）を、前記２つの面のうちの第２の面（４０）内
に合焦し、前記２つの領域を形成するために、それぞれの面（３９、４０）に沿って前記
少なくとも一対の回折限界焦点（４１、４２）を移動させ、合焦のための被写界深度は、
前記領域の広がりを規定することを特徴とする、請求項１０乃至１３のいずれか一項に記
載の顕微鏡。
【請求項１５】
　前記照明ビーム経路（２２）は、回転ディスク（３３）上に配置されたミニレンズアレ
イ（３５、３６）を含むことを特徴とする、請求項１４に記載の顕微鏡。
【請求項１６】
　前記制御および評価装置（１８）は、顕微鏡（６）を駆動して請求項１から８に記載の
方法を実行するように形成されていることを特徴とする、請求項９乃至１５のいずれか一
項に記載の顕微鏡。
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